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(57)【要約】
　通信装置が測定レポートを通信ネットワークに送信す
るシステムを開示する。この通信装置は、ネットワーク
のセルに接続し、基地局に対する中継装置によって稼働
される少なくとも１つの中継セルについて測定レポート
の通知を発生させるための少なくとも１つの中継固有ト
リガイベントについての設定データを受信する。この通
信装置は、トリガイベントが発生した場合に、測定を実
行し、測定レポートを通信ネットワークに送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセルを含む通信ネットワークに測定レポートを提供するための通信装置であって
、
　前記複数のセルにおけるセルに接続し、ユーザデータを送信及び受信する手段と、
　前記複数のセルの少なくとも１つにおける測定を設定するために、基地局に対する中継
装置によって稼働される少なくとも１つの中継セルについて測定レポートの通知を発生さ
せるための少なくとも１つの中継固有トリガイベントを定義する設定データを受信する手
段と、
　前記受信した設定データに基づいて、前記少なくとも１つの中継セルにおいて測定を実
行する手段と、
　前記測定の結果に基づいて、前記中継固有トリガイベントが発生したか否かを判定する
手段と、
　前記トリガイベントが発生したと判定した場合に、測定レポートを前記通信ネットワー
クに送信する手段と、
　を備えた通信装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの中継セルは、ハンドオーバー先となる可能性のある候補セルを含
む、
　請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記設定データは、前記測定の結果が閾値と一致した又は超えた場合に発生するトリガ
イベントに対する条件を定義する、
　請求項１又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記設定データは、前記測定の結果が閾値（又はさらなる閾値）と一致した又は下回っ
た場合に発生するトリガイベントに対する条件を定義する、
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記閾値（又は前記閾値のそれぞれ）は、前記設定データで提供される値を含む、
　請求項３又は４に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記設定データは、前記測定の結果が、前記複数のセルのさらなる対応する測定の結果
と一致した又は超えた場合に発生するトリガイベントに対する条件を定義する、
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記設定データは、前記測定の結果が、前記複数のセルのさらなる（又はさらに別の）
対応する測定の結果と一致した又は下回った場合に発生するトリガイベントに対する条件
を定義する、
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記設定データは、前記測定の結果が、閾値、又は、イベントを発生するための前記複
数のセルのさらなる測定の結果を超えるべき又は下回るべき範囲を定義する少なくとも１
つのヒステリシス（及び／又はオフセット）値を定義する、
　請求項３乃至７のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記測定の結果は、発信源の前記セルの信号状態の測定値を含む、
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記設定データは、前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、前記通信装置
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が現在接続されているセルにおける通信状態よりも良くなった場合に発生するトリガイベ
ントに対する進入条件を定義する、
　請求項９に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、前記通信装置が現在接続されているセルにおける通信状態よりも良くなり、（ｂ）前記
中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、非中継の隣接セルにおける信号状態より
も良くなった場合に発生するトリガイベントに対する進入条件を定義する、
　請求項９又は１０に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、前記通信装置が現在接続されているセルにおける通信状態よりも良くなり、（ｂ）前記
中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、非中継の隣接セルにおける信号状態より
も良くなり、（ｃ）前記現在のセルにおける信号状態が、閾値を下回った場合に発生する
トリガイベントに対する進入条件を定義する、
　請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、第１の閾値よりも良くなり、（ｂ）前記通信装置が現在接続されているセルにおける通
信状態が、第２の閾値を下回った場合に発生するトリガイベントに対する進入条件を定義
する、
　請求項９乃至１２のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１４】
　前記設定データは、（ｃ）隣接するセルにおける信号状態も、前記第２の閾値を下回っ
た場合に発生するトリガイベントに対する進入条件を定義する、
　請求項１３に記載の通信装置。
【請求項１５】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、前記通信装置が現在接続されているセルにおける通信状態よりも良くなり、（ｂ）非中
継の隣接セルにおける信号状態が、閾値を下回った場合に発生するトリガイベントに対す
る進入条件を定義する、
　請求項９乃至１３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１６】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、非中継の隣接セルにおける信号状態よりも良くなった場合に発生するトリガイベントに
対する進入条件を定義する、
　請求項９乃至１３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１７】
　前記測定の結果は、参照信号受信電力‘ＲＳＲＰ’、参照信号受信品質‘ＲＳＲＱ’、
受信信号強度インジケータ‘ＲＳＳＩ’、及び受信信号コード電力‘ＲＳＣＰ’の少なく
とも１つの測定値を含む、
　請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１８】
　前記設定データは、周期的なトリガイベントを定義する。
　請求項１乃至１７のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１９】
　前記設定データは、前記少なくとも１つの中継セルに進入又は離脱するための異なる条
件を定義するためのヒステリシス値を含む、
　請求項１乃至１８のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項２０】
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　前記設定データは、タイマ値を含み、（ａ）前記タイマの開始時点で前記進入条件が満
たされ、（ｂ）前記タイマを実行している間、前記離脱状態が満たされなかった場合に発
生するトリガイベントを定義する、
　請求項１９に記載の通信装置。
【請求項２１】
　前記測定レポートは、前記トリガイベントの識別子と、前記中継セルの識別子とを含む
、
　請求項１乃至２０のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項２２】
　前記測定レポートは、前記中継セルにおける受信電力レベルに関する情報を含む、
　請求項１乃至２１のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項２３】
　前記中継装置は、携帯通信装置である、
　請求項１乃至２２のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項２４】
　前記通信装置は、さらに、さらなる少なくとも１つのセルにおける測定を設定するため
追加設定データを受信し、
　前記追加設定データは、基地局セルで固有の少なくとも１つのトリガイベントを含む、
　請求項１乃至２３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項２５】
　前記通信装置は、無線リソース制御‘ＲＲＣ’シグナリングを使用して、前記設定デー
タの受信、及び／又は、前記測定レポートの送信をするように動作する、
　請求項１乃至２４のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項２６】
　前記通信装置は、さらに、前記通信装置と他の通信装置との間でユーザデータを中継す
るための中継装置として前記中継装置を動作させる手段を備えた、
　請求項１乃至２５のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項２７】
　前記中継装置として前記通信装置を動作させる手段は、非ＬＴＥインタフェースを介し
て、前記ユーザデータを中継するように動作する、
　請求項２６に記載の通信装置。
【請求項２８】
　前記中継装置として前記通信装置を動作させる手段は、例えば‘ＵＥＲ－Ｕｕ’インタ
フェース等のＬＴＥインタフェースを介して、前記ユーザデータを中継するように動作す
る、
　請求項２６に記載の通信装置。
【請求項２９】
　前記中継装置として前記通信装置を動作させる手段は、例えば、ＵＭＴＳ、ＨＳＰＡ、
Ｗｉ－Ｆｉ、ＣＤＭＡ、又はＷｉＭＡＸインタフェース等の少なくとも１つの非ＬＴＥイ
ンタフェースを介して、前記ユーザデータを中継するように動作する、
　請求項２６に記載の通信装置。
【請求項３０】
　前記通信装置は、携帯電話、携帯情報端末、ラップトップ型コンピュータ、ウェブブラ
ウザ、及び電子書籍リーダーの少なくとも１つを含む、
　請求項１乃至２９のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項３１】
　複数のセルを含む通信ネットワークにおける通信装置から測定レポートを取得するため
の基地局であって、
　前記通信ネットワークの少なくとも１つのセルにおける測定を設定するために、前記又
は他の基地局に対する中継装置によって稼働される少なくとも１つの中継固有トリガイベ
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ントを定義する設定データを、前記通信装置に提供する手段と、
　前記中継固有トリガイベントが発生した場合における測定レポートを、前記通信装置か
ら受信する手段と、
　を備えた基地局。
【請求項３２】
　前記基地局は、さらに、前記受信した測定レポートに基づいて前記通信装置に対するハ
ンドオーバー対象セルを選択する、
　請求項３１に記載の基地局。
【請求項３３】
　前記基地局は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局を含む、
　請求項３１又は３２に記載の基地局。
【請求項３４】
　前記基地局は、さらに、前記基地局と、中継装置として動作するように構成された通信
装置との間における‘ＵＥＲ－Ｕｎ’インタフェースを提供する手段を備えた、
　請求項３１乃至３３のいずれか１項に記載の基地局。
【請求項３５】
　複数の携帯通信装置を含む通信ネットワークにおけるセルを稼働するための基地局であ
って、
　中継セルを稼働する中継装置として動作する前記携帯通信装置の少なくとも１つを示す
情報を取得する手段と、
　中継装置として動作する前記携帯通信装置のそれぞれを特定する情報を管理する手段と
、
　を備えた基地局。
【請求項３６】
　前記基地局は、さらに、前記管理された情報に基づいて、携帯通信装置によって稼働さ
れる中継セルのそれぞれについて測定を設定するための設定情報を生成する手段を備え、
　前記設定データは、少なくとも１つの中継固有トリガイベントを定義する、
　請求項３５に記載の基地局。
【請求項３７】
　前記基地局は、前記少なくとも１つの中継装置セルを稼働する前記通信装置から、又は
、他の基地局から、前記情報を取得するように動作する取得手段を備えた、
　請求項３５又は３６に記載の基地局。
【請求項３８】
　請求項１乃至２９のいずれか１つに記載の通信装置、及び、請求項３１乃至３４のいず
れか１つに記載の基地局、及び／又は、請求項３５又は３７に記載の基地局を備えた
　システム。
【請求項３９】
　複数のセルを含む通信ネットワークに測定レポートを提供するための通信装置によって
実施される方法であって、
　ユーザデータを送信及び受信するために、前記複数のセルにおけるセルに接続し、
　前記複数のセルの少なくとも１つにおける測定を設定するために、基地局に対する中継
装置によって稼働される少なくとも１つの中継セルについて測定レポートの通知を発生さ
せるための少なくとも１つの中継固有トリガイベントを定義する設定データを受信し、
　前記受信した設定データに基づいて、前記少なくとも１つの中継セルにおいて測定を実
行し、
　前記測定の結果に基づいて、前記中継固有トリガイベントが発生したか否かを判定し、
　前記トリガイベントが発生したと判定した場合に、測定レポートを前記通信ネットワー
クに送信する、
　を備えた方法。
【請求項４０】
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　複数のセルを含む通信ネットワークにおける通信装置から測定レポートを取得するため
の基地局によって実施される方法であって、
　前記通信ネットワークの少なくとも１つのセルにおける測定を設定するために、前記又
は他の基地局に対する中継装置によって稼働される少なくとも１つの中継固有トリガイベ
ントを定義する設定データを、前記通信装置に提供し、
　前記中継固有トリガイベントが発生した場合における測定レポートを、前記通信装置か
ら受信する、
　を備えた方法。
【請求項４１】
　複数の携帯通信装置を含む通信ネットワークにおけるセルを稼働するための基地局によ
って実施される方法であって、
　中継セルを稼働する中継装置として動作する前記携帯通信装置の少なくとも１つを示す
情報を取得し、
　中継装置として動作する前記携帯通信装置のそれぞれを特定する情報を管理する、
　を備えた方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムと、携帯電話又は固定通信装置に通信サービスを提供するため
のそのコンポーネントに関する。本発明は、限定されるものではないが、特に、現在第３
世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）によって開発されているロングタームエ
ボリューション（ＬＴＥ）通信システムにおける中継装置として動作するユーザ装置への
／からのハンドオーバーを提供することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ ＬＴＥネットワークでは、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の基地局（
すなわち、ｅｖｏｌｖｅｄ ＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ）は、データと、コアネットワーク（Ｃ
Ｎ）と基地局のカーバエリア内に位置するユーザ装置（ＵＥｓ）との間のシグナリングを
送信する。
【０００３】
　通常の基地局に加えて、中継基地局（中継ノード）は、改良のためのツール（例えば、
ユーザ装置に対する高データレートのカバレージ、テンポラリネットワークデプロメント
、セル端スループット及び／又は新たなセルエリアにおけるカバレージの提供）として、
３ＧＰＰ標準仕様書のＲｅｌ－１０において紹介されていた。中継は、ドナー基地局（Ｄ
ｅＮＢ）と無線で接続する中継ノードを備えることによって実現される。その‘ドナー’
セル自身にサービスを提供することに加えて、ＤｅＮＢサーバは、進化型地上無線アクセ
ス（Evolved Universal Terrestrial Radio Access：Ｅ－ＵＴＲＡ）の改良版によって、
ＲＮにサービスを提供する（したがって、任意のユーザ装置は、中継ノードに接続される
）。３ＧＰＰ標準仕様書は、ＴＳ ３６．３００ ｖ１１．３．０（その内容は、参照によ
って本明細書に含まれる）のセクション４．７において、ＲＮのアーキテクチャと、それ
らがドナー基地局と接続を確立する方法とを定義している。また、モバイルＲＮ（ＭＲＮ
ｓ）は、スタディアイテムとしてＲｅｌ－１１に含まれ、ディプロメントユースケースは
、中継装置が搭載された列車とともに移動する高速列車に限定される。
【０００４】
　ＲＮのそれぞれは、基地局の機能性の様々な側面を備えており、それ故に‘ＲＮ－Ｕｕ
’インタフェースと呼ばれる無線インタフェースを介して、その‘中継’セル自身におけ
るユーザ装置にサービスを提供する基地局として動作することができる。したがって、中
継セルにおけるユーザ装置の視点からは、ＲＮは、従来のＬＴＥ基地局であるかのように
見える。一般的には、ＲＮは、全てのこれらＵＥについて集められたデータを‘ＲＮ－Ｕ
ｕ’インタフェース上を通過するように複数のＵＥにサービスを提供する。一方で、基地
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局の機能性に加えて、ＲＮは、ＲＮがＤｅＮＢと無線接続することを許容するために、Ｕ
Ｅの機能性のサブセット（例えば、物理レイヤー、レイヤー２、無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）、及び非アクセス層（non-access stratum：ＮＡＳ）機能の様々な特徴）をサポート
する。
【０００５】
　ＤｅＮＢは、ＤｅＮＢとユーザ装置との間の従来の‘Ｕｕ’インタフェースを介して、
そのセル自身にとどまるユーザ装置に対する及びからの‘直接的に’ハンドリング通信を
することができる。また、ＤｅＮＢは、‘ＲＮ－Ｕｕ’インタフェース、ＲＮ、及び‘Ｒ
Ｎ－Ｕｕ’インタフェースを介して、中継セルにとどまるユーザ装置と‘間接的に’ハン
ドリング通信をすることができる。
【０００６】
　携帯電話（又は他のユーザ装置）は、無線システムによってカバーされるエリア内を動
き回る。それらの携帯電話は、信号の状態及び他の要求（例えば、特定の携帯電話によっ
て要求されるサービスの品質、使用されるサービスのタイプ、全体のシステム負荷など）
に応じて、あるセル（すなわち、基地局又は中継ノードのいずれかによって運用されるサ
ービングセル）から他の適切なセルにハンドオーバーする。携帯電話を新たなセルにハン
ドオーバーするトリガは、現在及び／又は隣接する基地局セルに関する特定の携帯電話に
よって実行される信号測定に基づいてもよい。測定は、隣接するセルによってブロードキ
ャストされるセル参照信号（cell reference signals：ＣＲＳ）又はチャネル状態参照信
号（channel state reference signals：ＣＳＩ－ＲＳ）の強度の測定を含んでもよい。
また、使用される技術に応じて、携帯電話は、そのセルの参照信号受信電力（Reference 
Signal Receive Power：ＲＳＲＰ）、参照信号受信品質（Reference Signal Receive Qua
lity：ＲＳＲＱ）、受信信号強度インジケータ（Received Signal Strength Indicator：
ＲＳＳＩ）及び受信信号コード電力（Received Signal Code Power：ＲＳＣＰ）のいずれ
か１つを、そのセルで使用されるアクセステクノロジーに応じて測定することによって、
任意のセルにおける信号状態を判断してもよい。
【０００７】
　信号測定結果が現在のサービングセルよりも異なるセルのほうがより好ましい信号状態
を示す場合、携帯電話は、基地局が新たなセルに対するハンドオーバープロシージャを開
始してもよいとの兆候に基づいて、好ましい信号状態についてサービング基地局に通知す
る。したがって、ハンドオーバーの決定と対象セルの選択は、携帯電話から受信した指示
を考慮することによって、サービング基地局によって行われる。トリガと関連する測定結
果のタイプは、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３１１標準のセクション５．５．４に詳述されてお
り、その内容は、参照によって本明細書に含まれる。特に、上述の標準は、基地局がセル
内のユーザ装置に対して設定することができる８つの異なるイベントタイプ（イベントＡ
１～Ａ６、Ｂ１及びＢ２）に関する測定レポートトリガ（measurement report triggerin
g）を定義している。要約すると、各イベントは、測定された信号状態が所定の基準を満
たすシナリオに関する。特定のイベントが発生するとき（すなわち、測定された信号状態
が、関連する所定の基準を満たす）、イベントタイプと関連するパラメータを示すイベン
トレポートの送信が引き起こされる。例えば、携帯電話のサービングセルにおいて測定さ
れた信号状態（また任意に予め定義されたオフセット値によって修正されたもの）が、予
め定義された閾値よりも悪くなった場合（又は隣接するセルにおいて良くなった場合）、
イベントが発生する可能性がある。３ＧＰＰは、ネットワークの視点からは、中継ノード
が基地局として扱われるため（そして、実際に中継ノードセルは、携帯電話のための基地
局セルであるように見えるため）、特に中継装置に関するいくつかのイベントを導入して
いない。
【０００８】
　さらに、全般的なモビリティシーケンスの詳細が、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３００標準の
セクション１０．１．２で説明されており、基地局による測定結果の構成と、その後のハ
ンドオーバーのトリガについて説明されている。
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【０００９】
　近年では、ダイレクトの可能性（互いに隣接している携帯電話間のデバイス間（device
-to-device：Ｄ２Ｄ）通信）を導入した。Ｄ２Ｄ通信のケースでは、ユーザデータは、無
線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介してルーティングすることなく、関連
する携帯電話及び各基地局の間でコントロールリンクを維持しながら、２つの（又はそれ
よりも多い）携帯電話の間で交換される。そのため、ＬＴＥネットワークでは、Ｄ２Ｄ通
信は、関連する携帯電話がネットワークのカバレージで動作中でのみ、連続的なネットワ
ーク制御の下で実行される。貴重な無線リソースのより効率的な使用によるＤ２Ｄアプロ
ーチ結果は、基地局に利用することができる。Ｄ２Ｄ通信の実例は、３ＧＰＰ仕様書 Ｎ
ｏ．Ｓ１－１１３３４４ タイトル“Feasibility Study for Proximity Services”にお
いて提示されている。
【００１０】
　また、携帯電話間のダイレクト通信チャネルは、ある携帯電話が他の携帯電話に対して
（すなわち、サービング基地局に／から）データ及びシグナリングを中継する場合に、Ｕ
Ｅベースの中継機能を実装するために有益に利用することができる。この中継携帯電話は
、本仕様書では、ＵＥリレー（UE Relay：ＵＥ－Ｒ）と呼ぶ。このようなＵＥベースの中
継機能は、サービング基地局のセルカバレージ及び／又はＬＴＥネットワークのロードバ
ランスを有益にさらに改善すると考えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、現在の標準は、ＵＥベースの中継に対処しておらず、ＵＥ中継装置によ
ってセルへ／から携帯電話をハンドオーバーすることができない。たとえＵＥ中継装置が
通常の中継ノードとして取り扱われたとしても、現行のハンドオーバー技術を適用するこ
とはできない。なぜなら、ＵＥベースの中継がおおよそアドホックな方法で提供されてい
るのに対し、現行の中継ノード（モバイル中継ノード又はＭＲＮｓを含む）は、通信事業
者によって配置されており、ネットワークインフラの不可欠な部分を形成しているからで
ある。
【００１２】
　したがって、本発明は、上述の問題の１つ以上を克服する又は少なくとも低減する改良
された無線通信システム及びその無線通信システムの改良されたコンポーネントを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　一態様では、本発明は、複数のセルを含む通信ネットワークに測定レポートを提供する
ための通信装置であって、前記複数のセルにおけるセルに接続し、ユーザデータを送信及
び受信する手段と、前記複数のセルの少なくとも１つにおける測定を設定するために、基
地局に対する中継装置によって稼働される少なくとも１つの中継セルに対して測定レポー
トの通知を発生させるための少なくとも１つの中継固有トリガイベントを定義する設定デ
ータを受信する手段と、前記受信した設定データに基づいて、前記少なくとも１つの中継
セルにおいて測定を実行する手段と、前記測定の結果に基づいて、前記中継固有トリガイ
ベントが発生したか否かを判定する手段と、前記トリガイベントが発生したと判定した場
合に、測定レポートを前記通信ネットワークに送信する手段と、を備えた通信装置、を提
供する。
【００１４】
　前記少なくとも１つの中継セルは、ハンドオーバー先となる可能性のある候補セルを含
んでもよい。
【００１５】
　前記設定データは、前記測定の結果が閾値と一致した又は超えた場合に発生するトリガ
イベントに対する条件を定義してもよい。前記設定データは、前記測定の結果が閾値（又
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はさらなる閾値）と一致した又は下回った場合に発生するトリガイベントに対する条件を
定義してもよい。前記閾値は、前記設定データで提供される値を含んでもよい。
【００１６】
　前記設定データは、前記測定の結果が、前記複数のセルのさらなる対応する測定の結果
と一致した又は超えた場合に発生するトリガイベントに対する条件を定義してもよい。前
記設定データは、前記測定の結果が、前記複数のセルのさらなる（又はさらに別の）対応
する測定の結果と一致した又は下回った場合に発生するトリガイベントに対する条件を定
義してもよい。
【００１７】
　前記設定データは、前記測定の結果が、閾値、又は、イベントを発生するための前記複
数のセルのさらなる測定の結果を超えるべき又は下回るべき範囲を定義する少なくとも１
つのヒステリシス（及び／又はオフセット）値を定義してもよい。
【００１８】
　前記測定の結果は、発信源の前記セルの信号状態の測定値を含んでもよい。
【００１９】
　前記設定データは、前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、前記通信装置
が現在接続されているセルにおける通信状態よりも良くなった場合に発生するトリガイベ
ントに対する進入条件を定義してもよい。
【００２０】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、前記通信装置が現在接続されているセルにおける通信状態よりも良くなり、（ｂ）前記
中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、非中継の隣接セルにおける信号状態より
も良くなった場合に発生するトリガイベントに対する進入条件を定義してもよい。
【００２１】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、前記通信装置が現在接続されているセルにおける通信状態よりも悪くなり、（ｂ）前記
中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、非中継の隣接セルにおける信号状態より
も悪くなった場合に発生するトリガイベントに対する離脱条件を定義してもよい。
【００２２】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、前記通信装置が現在接続されているセルにおける通信状態よりも良くなった場合、（ｂ
）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、非中継の隣接セルにおける信号状
態よりも良くなった場合、（ｃ）前記現在のセルにおける信号状態が、閾値を下回った場
合のうち、少なくとも１つで発生するトリガイベントに対する進入条件を定義してもよい
。
【００２３】
　設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、前
記通信装置が現在接続されているセルにおける通信状態よりも悪くなった場合、（ｂ）前
記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、非中継の隣接セルにおける信号状態よ
りも悪くなった場合、（ｃ）前記現在のセルにおける信号状態が、閾値を上回った場合の
うち、少なくとも１つで発生するトリガイベントに対する離脱条件を定義してもよい。
【００２４】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、第１の閾値よりも良くなった場合、（ｂ）前記通信装置が現在接続されているセルにお
ける通信状態が、第２の閾値を下回った場合のうち、少なくとも１つで発生するトリガイ
ベントに対する進入条件を定義してもよい。このケースでは、前記設定データは、（ｃ）
隣接するセルにおける信号状態も、前記第２の閾値を下回った場合に発生するトリガイベ
ントに対する進入条件を定義してもよい。
【００２５】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
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、第１の閾値よりも悪くなった場合、（ｂ）前記通信装置が現在接続されているセルにお
ける通信状態が、第２の閾値を上回った場合のうち、少なくとも１つで発生するトリガイ
ベントに対する離脱条件を定義してもよい。このケースでは、前記設定データは、（ｃ）
隣接するセルにおける信号状態も、前記第２の閾値を上回った場合に発生するトリガイベ
ントに対する離脱条件を定義してもよい。
【００２６】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、前記通信装置が現在接続されているセルにおける通信状態よりも良くなった場合、（ｂ
）非中継の隣接セルにおける信号状態が、閾値を下回った場合のうち、少なくとも１つで
発生するトリガイベントに対する進入条件を定義してもよい。
【００２７】
　前記設定データは、さらに、（ａ）前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が
、前記通信装置が現在接続されているセルにおける通信状態よりも悪くなった場合、（ｂ
）非中継の隣接セルにおける信号状態が、閾値を上回った場合のうち、少なくとも１つで
発生するトリガイベントに対する進入条件を定義してもよい。
【００２８】
　前記設定データは、さらに、前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、非中
継の隣接セルにおける信号状態よりも良くなった場合に発生するトリガイベントに対する
進入条件を定義してもよい。
【００２９】
　前記設定データは、さらに、前記中継セルの少なくとも１つにおける信号状態が、非中
継の隣接セルにおける信号状態よりも悪くなった場合に発生するトリガイベントに対する
離脱条件を定義してもよい。
【００３０】
　前記測定結果は、参照信号受信電力‘ＲＳＲＰ’、参照信号受信品質‘ＲＳＲＱ’、受
信信号強度インジケータ‘ＲＳＳＩ’、及び受信信号コード電力‘ＲＳＣＰ’の少なくと
も１つの測定値を含んでもよい。
【００３１】
　前記設定データは、周期的なトリガイベントを定義してもよい。
【００３２】
　前記設定データは、イベントの発生を開始するため及びイベントのそれぞれの発生が繰
り返されることを回避するための異なる‘進入’及び‘離脱’条件を定義するためのヒス
テリシス値を含んでもよい。このケースでは、設定データは、例えば、前記進入条件及び
前記離脱条件を有するトリガイベントと関連付けられたタイマ値を含む。前記進入条件が
満たされた場合にタイマを開始させ、前記離脱条件が満たされることなく、前記タイマが
終了した場合のみに、前記イベントが発生する。前記タイマが終了する前に、前記離脱条
件が満たされた場合、前記イベントは発生しない。
【００３３】
　前記測定レポートは、前記トリガイベントの識別子と、前記中継セルの識別子とを含ん
でもよい。前記測定レポートは、前記中継セルにおける受信電力レベルに関する情報を含
んでもよい。
【００３４】
　前記中継装置は、携帯通信装置であってもよい。
【００３５】
　前記通信装置は、さらに、さらなる少なくとも１つのセルにおける測定を設定するため
追加設定データを受信し、前記追加設定データは、基地局セルで固有の少なくとも１つの
トリガイベントを含んでいてもよい。
【００３６】
　前記通信装置は、無線リソース制御‘ＲＲＣ’シグナリングを使用して、前記設定デー
タの受信、及び／又は、前記測定レポートの送信をするように動作してもよい。
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【００３７】
　前記通信装置は、さらに、前記通信装置と、他の通信装置との間でユーザデータを中継
するための中継装置として前記中継装置を動作させる手段を備えてもよい。このケースで
は、前記中継装置として前記通信装置を動作させる手段は、非ＬＴＥインタフェース、又
はＬＴＥインタフェース（例えば、‘ＵＥＲ－Ｕｕ’インタフェース等）を介して、前記
ユーザデータを中継するように動作させてもよい。さらに、前記中継装置として前記通信
装置を動作させる手段は、例えば、ＵＭＴＳ、ＨＳＰＡ、Ｗｉ－Ｆｉ、ＣＤＭＡ、又はＷ
ｉＭＡＸインタフェース等の少なくとも１つの非ＬＴＥインタフェースを介して、前記ユ
ーザデータを中継するように動作してもよい。
【００３８】
　前記通信装置は、携帯電話、携帯情報端末、ラップトップ型コンピュータ、ウェブブラ
ウザ、及び電子書籍リーダーの少なくとも１つを含んでもよい。
【００３９】
　他の態様では、本発明は、複数のセルを含む通信ネットワークにおける通信装置から測
定レポートを取得するための基地局であって、前記通信ネットワークの少なくとも１つの
セルにおける測定を設定するために、前記又は他の基地局に対する中継装置によって稼働
される少なくとも１つの中継固有トリガイベントを定義する設定データを、前記通信装置
に提供する手段と、前記中継固有トリガイベントが発生した場合における測定レポートを
、前記通信装置から受信する手段と、を備えた基地局、も提供する。
【００４０】
　前記基地局は、さらに、前記受信した測定レポートに基づいて前記通信装置に対するハ
ンドオーバー対象セルを選択してもよい。
【００４１】
　前記基地局は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局を含んでもよい。前記基地局は、さらに、前記基
地局と、中継装置として動作するように構成された通信装置との間における‘ＵＥＲ－Ｕ
ｎ’インタフェースを提供する手段を備えてもよい。
【００４２】
　他の態様では、本発明は、複数の携帯通信装置を含む通信ネットワークにおけるセルを
稼働するための基地局であって、中継セルを稼働する中継装置として動作する前記携帯通
信装置の少なくとも１つを示す情報を取得する手段と、中継装置として動作する前記携帯
通信装置のそれぞれを特定する情報を管理する手段と、を備えた基地局、を提供する。
【００４３】
　前記基地局は、さらに、前記管理された情報に基づいて、携帯通信装置によって稼働さ
れる中継セルのそれぞれについて測定を設定するための設定情報を生成する手段を備え、
前記設定データは、少なくとも１つの中継固有トリガイベントを定義してもよい。前記基
地局は、前記少なくとも１つの中継装置セルを稼働する前記通信装置から、又は、他の基
地局から、前記情報を取得するように動作する取得手段を備えてもよい。
【００４４】
　本発明の他の態様は、プログラマブルコンピュータデバイスを、上述した通信装置又は
上述した基地局として構成させるコンピュータ実行命令を含むコンピュータプログラム製
品、を提供する。
【００４５】
　また、この本発明は、対応するシステム、方法、搬送波信号又は例えばＣＤ、ＤＶＤ等
の記憶媒体で供給されるコンピュータソフトウェア製品を提供してもよい。
【発明の効果】
【００４６】
　上述した本発明の模範的な態様によれば、基地局に対して中継装置によってセルへ／か
ら通信装置をハンドオーバーするための通信装置及びその方法、基地局及びその方法、並
びに、システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００４７】
　本発明の実施形態について、ほんの一例として、以下の添付の図面を参照して説明する
。
【図１】図１は、携帯電話にサービスしているセルが、基地局によって稼動され、いくつ
かの隣接するセルが、ＵＥ中継装置として動作するように設定された他の携帯電話によっ
て隣接するセルのいくつかが稼動されている移動通信システムのシナリオを模式的に示す
。
【図２】図２は、図１に示すシステムの一部を形成する携帯電話の主要構成要素を示すブ
ロック図である。
【図３】図３は、図１に示すシステムの一部を形成する基地局の主要構成要素を示すブロ
ック図である。
【図４】図４は、図１に示す携帯電話と基地局との間で交換されるシグナリングメッセー
ジを示すタイミング図である。
【図５】図５は、中継装置として動作するように設定された他の携帯電話によって稼動さ
れているセルに関して、セルの信号測定の実行、及び、レポートの通知をする場合におけ
る、携帯電話によって実行される処理を示すフローチャートである。
【図６】図６は、セルの信号測定を実行し、ＵＥ中継装置として動作するように設定され
た他の携帯電話によって稼動されているセルに対して通知する場合に、携帯電話によって
実行される他の処理を示すフローチャートである。
【図７】図７は、図１に示す携帯電話によって時間経過とともに測定される信号強度の変
化を示すグラフである。
【図８】図８は、図１に示す携帯電話によって時間経過とともに測定されるサービングセ
ル及びＵＥ中継セルの信号強度の変化を示すグラフである。
【図９】図９は、ヒステリシスのアプリケーションからの結果となる進入及び離脱条件を
考慮したメカニズムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
＜概要＞
　図１は、ユーザ装置３（複数の携帯電話３－１～３－４を含む）及び基地局５（複数の
基地局５－１～５－２を含む）を有する移動（セルラー）通信システム１を模式的に示す
図である。各基地局５は、‘Ｓ１’インタフェースを介してコアネットワーク７と接続さ
れており、コアネットワーク７は、１つ以上のゲートウェイ（図示せず）を介して他のネ
ットワーク（例えば、インターネット）と接続されている。コアネットワーク７は、特に
、モビリティ管理エンティティ（mobility management entity：ＭＭＥ）、ホーム加入者
サーバ（home subscriber server：ＨＳＳ）、サービングゲートウェイ（serving gatewa
y：ＳＧＷ）及びパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（ＰＧＷ）を有し
ている（それらは簡略化のために省略されている）。基地局５とコアネットワーク７との
間の‘Ｓ１’インタフェースは、例えば、光ファイバ等のように、高速、高帯域通信リン
クのものを利用する。また、‘Ｘ２’インタフェース（図示せず）は、隣接する基地局５
の間に、それらの間でデータ交換を促進し、ｅＮＢネイバーリストを計算するために提供
される。当業者であれば分かるように、４つの携帯電話３と２つの基地局が例示の目的の
ために図１に示しているが、さらなるユーザ装置と基地局が、配備されたシステムに存在
してもよい。
【００４９】
　この例では、携帯電話３のいくつか又は全ては、それら自身の中継セルを稼動すること
で中継をサポートする（例えば、３番目と４番目の携帯電話３－３、３－４の‘Ｒ－Ｃｅ
ｌｌ３’及び‘Ｒ－Ｃｅｌｌ４’）。通信ネットワーク１は、中継装置として使用される
（使用することができる）携帯電話３を追跡し、ハンドオーバーを実行するときに、ター
ゲットセルとして使用される最適な中継セルを決定するために、中継されるべき携帯電話
３から情報を受信する。このネットワークによって受信される情報は、携帯電話３によっ
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て実行される測定から推定される情報とすることができる。例えば、携帯電話３は、受信
電力の順にそれらに隣接するセルを分類してもよい。しかしながら、セルは、それらの信
号状態がある所定の基準（ネットワークによって設定される）を満たす場合のみに通知さ
れるため、詳細な測定結果は、携帯電話３によって提供される必要がない場合がある。タ
ーゲットセルを特定するためには十分である。
【００５０】
　図１に示すように、第１の携帯電話３－１は、最初に基地局５－１によって、‘Ｃｅｌ
ｌ１’で示されるセルを介して、それらの間の従来の‘Ｕｕ’無線インタフェースを使用
して、直接サービスを受ける。したがって、携帯電話３－１と、それと同等のエンティテ
ィ（例えば、他の携帯電話３又は遠隔サーバ）との間における、いくつかのユーザデータ
が、サービング基地局５－１を介して（及び‘Ｓ１’インタフェースを使用するコアネッ
トワーク７を介して）送信される。しかしながら、携帯電話３－１が‘Ｃｅｌｌ１’の縁
に近づいたとき、又は、このセル内の信号状態が悪化し始めたとき、携帯電話３－１は、
他のセル（例えば、基地局５－２によって稼動される‘Ｃｅｌｌ２）又は他の適切なセル
）へハンドオーバーする必要がある。したがって、携帯電話３－１は、隣接するセルに関
する信号測定と、ある所定の信号状態が満たされた場合（例えば、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．
３３１標準のセクション５．５．４に示されるように上述のイベントＡ１～Ｂ２の少なく
とも１つ）における、これらの測定結果に基づいた通知とを実行するように（基地局５－
１によって）設定される。その所定の信号状態を定義する情報は、現在携帯電話３－１を
サービスする基地局５－１によって提供される。上述の測定と通知処理は、ハンドオーバ
ーが携帯電話３－１で必要となった場合に、ハンドオーバーが必要となったこと及び／又
は適切なターゲットセルを選択することを特定するためにサービング基地局５－１を支援
するのに役立つ。
【００５１】
　３ＧＰＰ標準仕様書３６．３３１Ｖ１１．１．０のセクション５．４で説明されるよう
に、基地局５は、携帯電話３－１に対して信号測定を設定し、ＲＲＣシグナリングを使用
して任意の測定結果（例えば、設定されたイベントが発生したことの通知）を受信する。
携帯電話３－１が所定のハンドオーバー条件が満たされたことを通知する場合、基地局５
は、特定の携帯電話３に対してより良好な信号状態を提供する新たなサービングセルの選
択を開始する。
【００５２】
　しかしながら、この例では、サービング基地局５－１は、ＵＥベースの中継機能（例え
ば、携帯電話３－３は、‘Ｒ－Ｃｅｌｌ３’で示されるその中継セル内でＵＥベースの中
継機能を提供する）を有するその近くの携帯電話によって送信された信号の品質を測定す
るように携帯電話３－１を有益に設定している。さらに、この例では、サービング基地局
５－１は、ＵＥベースの中継セルに関連付けられた測定に基づいて、いくつかのＵＥ中継
装置固有のイベント（例えば、以下で詳述するイベントＲ０～Ｒ５）を設定する。この方
法によれば、サービング基地局５－１は、‘通常’セル（例えば、ＲＮ又はｅＮＢ、ＮＢ
等によって稼動されるセル）よりもＵＥベースの中継セルにそれらがハンドオーバーする
ことを許容するために、携帯電話３に対するイベント構成の設定を有利に行うことができ
る。一方で、サービング基地局は、測定されるセルのそれぞれに対して、セルのタイプに
関わらず、同一のハンドオーバートリガ（すなわち、イベントＡ１～Ｂ２）を使用するこ
とを選択するが、異なるパラメータを設定してもよい。ＵＥ中継装置固有のイベントの使
用を容易にするために、サービング基地局５－１は、中継セルを稼働する携帯電話３（す
なわち、ＵＥ中継装置）を有益に追跡することができ、その携帯電話３が（例えば、これ
らのセルを稼働する携帯電話３によってネットワークに提供される情報に基づいて、又は
、例えばＨＳＳから取得したサブスクリプション情報などの他の手段によって）サービン
グ基地局５－１によって稼働されるセルに登録される。したがって、サービング基地局５
－１は、どの測定されたセルがＵＥ中継セルであるかを有益に決定することができる。
【００５３】
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　携帯電話３－１は、適切な場合に基地局にハンドオーバープロシージャを開始させるた
めに、基地局によって設定された関連するイベントによってトリガが与えられたときに、
その近くのＵＥ中継装置（例えば携帯電話３－３）として動作する他の携帯電話によって
送信される信号に関して測定を実行し、測定レポートを送信する。また、任意に、携帯電
話３－１は、サービングセル（すなわち、Ｃｅｌｌ１）及び／又は隣接する基地局セル（
例えば、セル２）に関する全ての通常の測定を実行する。したがって、現在のサービング
セル（例えば、‘Ｃｅｌｌ１’）からのハンドオーバーが必要となったとき、携帯電話３
－１は、その通信を継続するために、携帯電話３－１について最も条件を満たすセルのい
ずれにハンドオーバーすることができる。例えば、携帯電話３－１は、中継セル（‘Ｒ－
Ｃｅｌｌ３’）における信号状態が条件を満たす場合、他の携帯端末によって稼働される
そのセルへハンドオーバーする。
【００５４】
　例えば、中継携帯電話３－３は、測定レポートを送信する携帯端末３－１と同じサービ
ング基地局５－１に接続されるように示されているが、当然のことながら、中継携帯電話
３－３と測定する携帯電話３－１は、異なる基地局によってサービスを受けていてもよい
。その結果、例えば、ハンドオーバー後に、携帯電話３－１がＵＥ中継装置３－３によっ
てサービスを受ける場合、‘ＵＥＲ－Ｕｎ’インタフェースは、サービング基地局５－１
と中継携帯電話３－３との間に提供され、‘ＵＥＲ－Ｕｕ’インタフェースは、中継携帯
電話３－３とサービスを受ける携帯電話３－１との間に提供される。しかしながら、サー
ビング基地局５－１とコアネットワーク７との間の‘Ｓ１’インタフェースは、‘Ｒ－Ｃ
ｅｌｌ３’にハンドオーバーした後も変わらない。
【００５５】
　要約すると、したがって、システムは、（従来の中継ノードによって稼働される中継セ
ルとは対照的に）携帯端末３によって稼働されるセルのいくつかを有益に考慮し、基地局
／従来の中継ノードによって稼働される標準の／中継セルと、携帯電話によって稼働され
る中継セルに関して、異なるハンドオーバー条件を設定することができる。そのため、サ
ービング基地局が、携帯電話に対して信号測定を設定する場合、基地局又は従来の中継ノ
ードによって稼働されるいくつかのセルに対するものと比較して、携帯電話によって稼働
される中継セルに対しては異なるイベントを設定する。よって、サービング基地局は、例
えば、（通信事業者によって配置された）基地局セル又は従来の中継ノードセルが利用で
きない場合、もしくは、このようなセルが、携帯電話によって使用される特定のサービス
に対して最低限必要な信号品質を提供しない場合のように、絶対に必要な場合のみに、Ｕ
Ｅベースの中継装置が使用されるようにすることができる。
【００５６】
＜携帯電話＞
　図２は、図１に示す携帯電話３の１つの主要構成要素を示すブロック図である。図に示
すように、携帯電話３は、少なくとも１つのアンテナを介して、基地局及び／又は他の携
帯電話に信号を送信するように、及び、基地局及び／又は他の携帯電話にから信号を受信
するように動作するトランシーバ回路３１を有する。もちろん、携帯電話３は、従来の携
帯電話３の全ての通常の機能（例えば、ユーザインタフェース３５）を有していてもよく
、それは必要に応じて、ハードウェア、ソフトウェア及びファームウェアの任意の組み合
わせによって提供されていてもよい。トランシーバ回路３１の動作は、メモリ３９に格納
されたソフトウェアに従ってコントローラ３７によって制御される。そのソフトウェアは
、とりわけ、オペレーティングシステム４１、通信制御モジュール４３、測定モジュール
４５、通知モジュール４７、及びハンドオーバーモジュール４９を有する。
【００５７】
　通信制御モジュール４３は、携帯電話３と、他のユーザ装置、又は、例えば基地局５な
どの様々なネットワークノードとの間における接続を制御するための制御信号を処理する
ように動作する（例えば、生成、送信及び受信）。また、通信制御モジュール４３は、ア
ップリンク／ダウンリンクデータの別々の流れを制御し、制御データは、携帯電話３がＵ
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Ｅ中継装置として動作している場合に、中継された携帯電話に対して送受信される。
【００５８】
　測定モジュール４５は、関連する信号品質値（例えば、ＲＳＲＰ及びＲＳＲＱ）を判断
するために、及び、特定の設定されたイベント条件（例えば、Ａ１～Ｂ２又はＲ０～Ｒ５
）が満たされた場合を判断するために、要求された信号測定（例えば、ＣＲＳ又はＣＳＩ
－ＲＳ測定）を実行するように動作する。そのイベントに関する隣接する／中継セルのそ
れぞれについて、イベント条件が満たされたと判断された場合、測定モジュール４５は、
それを認識し、通知モジュール４７に通知する。
【００５９】
　通知モジュール４７は、設定されたイベントの１つが発生した場合（例えば、測定モジ
ュール４５によって実行された信号測定の結果に基づく）、（例えば、測定レポートを発
生することによって）サービング基地局５に対する情報を生成し、送信するように動作す
る。その送信される情報は、隣接する／中継セルへのハンドオーバーの決定の際にサービ
ング基地局を支援することができる、そのイベントに関連する及び／又はさらなる情報を
、その隣接する／中継セルのそれぞれについて示すものを有する。
【００６０】
　ハンドオーバーモジュール４９は、基地局５から受信した指示に基づいて、現在のサー
ビングセルから他のセルへの携帯電話３のハンドオーバーを実行するように動作する。
【００６１】
＜基地局＞
　図３は、図１に示す基地局５の１つの主要な構成要素を示すブロック図である。図に示
すように、基地局５は、少なくとも１つのアンテナ５３を介して、携帯電話３に信号を送
信するように、及び、携帯電話３から信号を受信するように動作するトランシーバ回路５
１を有する。また、基地局５は、ネットワークインタフェース５５を介して、コアネット
ワーク７（例えば、ＭＭＥ又はＳＧＷ等）及び他の基地局に信号を送信するように、及び
、コアネットワーク７及び他の基地局から信号を受信するように動作する。トランシーバ
回路５１の動作は、メモリ５９に格納されたソフトウェアに従ってコントローラ５７によ
って制御される。そのソフトウェアは、とりわけ、オペレーティングシステム６１、通信
制御モジュール６３、測定設定モジュール６５（ＵＥ－Ｒセルモジュール６７を有する）
、及びハンドオーバー制御モジュール６９を有する。
【００６２】
　通信制御モジュール６３は、基地局と、携帯電話３、例えばＭＭＥ等のネットワークデ
バイス、ＨＳＳ、ＳＧＷ、ＰＧＷ及び隣接する基地局との間における通信を制御するよう
に動作する。また、通信制御モジュール６３は、（携帯電話３が他のユーザ装置に対して
中継しない）通常送信モード又は（携帯電話３が他のユーザ装置に対して中継するデータ
を送受信する）中継送信モードのいずれかで動作する携帯電話を制御する中継対応携帯電
話３設定データを送信するように動作する。
【００６３】
　測定設定モジュール６５は、携帯電話３に所望の信号測定（例えば、ＣＲＳ又はＣＳＩ
－ＲＳ測定）を実行させるために携帯電話３を制御するとともに、設定されたイベントが
発生したときに、（例えば、測定レポート内の）関連する情報を送信するように動作する
。また、測定設定モジュール６５は、例えば、ハンドオーバーを発生させるべきとき、及
び／又は、どのセルにハンドオーバーをすべきかを特定する目的のために、ハンドオーバ
ー制御モジュール６９に、測定レポートから関連する情報を渡すための動作を行う。
【００６４】
　ＵＥ－Ｒセルモジュール６７は、アクティブなＵＥ－Ｒセル（例えば、‘Ｒ－Ｃｅｌｌ
３’及び‘Ｒ－Ｃｅｌｌ４’）の追跡と、ＵＥ中継セルに関して携帯電話３に所望の信号
測定（例えば、ＣＲＳ又はＣＳＩ－ＲＳ測定を実行させるための携帯電話３の制御と、設
定された中継イベントが発生したときにおける（例えば、測定レポート内の）関連する情
報の送信とを行うために動作する。ＵＥ－Ｒセルモジュール６７は、ＵＥ－Ｒへのハンド
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オーバーを発生させるときと、そのハンドオーバー先とを特定する目的のために、ハンド
オーバー制御モジュール６９に、測定レポートから関連する情報を渡す。
【００６５】
　ハンドオーバー制御モジュール６９は、基地局の１つ、又は、中継機能を有する携帯電
話のいずれかによって稼動される他のセル（例えば、‘Ｃｅｌｌ１’又は‘Ｃｅｌｌ２’
、もしくは、‘Ｒ－Ｃｅｌｌ３’又は‘Ｒ－Ｃｅｌｌ４’）への、基地局５のセルによっ
て現在サービスを受けている携帯電話３のハンドオーバーを制御するように動作する。
【００６６】
　上述の説明では、携帯電話３と基地局５は、理解を容易とするために、いくつかの個別
のモジュール（例えば、通信制御モジュール、レポートモジュール、ハンドオーバー制御
モジュール）を有するものとして説明した。一方で、これらのモジュールは、特定の利用
法に対してこのような方法で提供することができる。例えば、既存のシステムが本発明を
実装するために変更された場合、他の利用法では、例えば、システムにおいて最初から本
発明を考慮して設計がされており、これらのモジュールが全般的なオペレーティングシス
テム又はプログラムに組み込まれていることで、これらのモジュールが個々のエンティテ
ィとして認識できないものであってもよい。また、これらのモジュールは、ソフトウェア
、ハードウェア、ファームウェア、又はそれらの組み合わせで実装されてもよい。
【００６７】
＜ＵＥ－Ｒイベント＞
　以下に、ＵＥ中継セルへの携帯電話３のモビリティマネジメント（例えば、ハンドオー
バー）に利用する可能性のあるイベントのいくつかを説明する。特に、携帯電話を関して
ハンドオーバーを引き起こすために使用される次のイベントは、中継能力又は中継機能を
有する。これらのイベントは、少なくともサービシング基地局から隣接するＵＥ中継装置
へのハンドオーバーのイベントにおいて非常に便利である。
【００６８】
　この例におけるイベントは、イベントのトリガを効果的に起こし、同一のイベントのト
リガの繰り返しを抑制するための異なる進入及び離脱条件のそれぞれを定義するヒステリ
シス値を有する。
【００６９】
　基地局によって設定することができる、中継セルへの進入を引き起こすためのＵＥ－Ｒ
イベントは、例えば、次のものを有する。
[イベントＲ０]
進入条件：
（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 － Ｈｙｓｔ） ＞ サービングセルのＲＳＲＰ
離脱条件：
（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 ＋ Ｈｙｓｔ） ＜ サービングセルのＲＳＲＰ
[イベントＲ１]
進入条件：
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 － Ｈｙｓｔ） ＞ サービングセルのＲＳＲＰ
）かつ
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 － Ｈｙｓｔ） ＞ 隣接するセルのＲＳＲＰ） 
かつ
（サービングセルのＲＳＲＰ ＋ Ｈｙｓｔ < 閾値)
離脱条件：
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 ＋ Ｈｙｓｔ） ＜ サービングセルのＲＳＲＰ
） かつ
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 ＋ Ｈｙｓｔ） ＜ 隣接するセルのＲＳＲＰ) 
かつ
（サービングセルのＲＳＲＰ － Ｈｙｓｔ ＞ 閾値）
[イベントＲ２]
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進入条件：
（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ － Ｈｙｓｔ ＞ 第１の閾値） かつ
（サービングセルのＲＳＲＰ ＋ Ｈｙｓｔ ＜ 第２の閾値） かつ
任意（隣接するセルのＲＳＲＰ ＋ Ｈｙｓｔ ＜ 第２の閾値）
離脱条件：
（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ Ｈｙｓｔ ＜ 第１の閾値） かつ
（サービングセルのＲＳＲＰ － Ｈｙｓｔ ＞ 第２の閾値） かつ
任意（隣接するセルのＲＳＲＰ － Ｈｙｓｔ ＞ 第２の閾値）
[イベントＲ３]
進入条件：
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 － Ｈｙｓｔ） ＞ サービングセルのＲＳＲＰ
） かつ
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 － Ｈｙｓｔ） ＞ 隣接するセルのＲＳＲＰ）
離脱条件：
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 ＋ Ｈｙｓｔ） ＜ サービングセルのＲＳＲＰ
） かつ
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 ＋ Ｈｙｓｔ） ＜ 隣接するセルのＲＳＲＰ）
[イベントＲ４]
進入条件：
（（サービングセルのＲＳＲＰ ＋ オフセット値 ＋ Ｈｙｓｔ） ＜ ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ
） かつ
任意（他の隣接するセルのＲＳＲＰ ＋ Ｈｙｓｔ ＜ 閾値）
離脱条件：
（（サービングセルのＲＳＲＰ ＋ オフセット値 － Ｈｙｓｔ） ＞ ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ
） かつ
任意（他の隣接するセルのＲＳＲＰ － Ｈｙｓｔ ＞ 閾値）
[イベントＲ５]
進入条件：
（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ Ｈｙｓｔ） ＞ 閾値
離脱条件：
（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ － Ｈｙｓｔ） ＜ 閾値
【００７０】
　ヒステリシスが、サービングセル及び１つ以上の隣接するセルのＲＳＲＰ、及び／又は
、ＵＥ中継セルに適用される場合（例えば、イベントＲ１及びＲ４等）、ヒステリシスの
値は、全てのセルで同一としてもよく、セルのそれぞれで（又はセルのグループのそれぞ
れで）異なっていてもよい。
【００７１】
　また、このメカニズムは、負荷分散（例えば、基地局リソースの使用量を低減するため
）を実施するため、又は、ＵＥ中継装置を介する送信の低電力での同一のリソースの再利
用をするために、いくつかのオペレーターが考慮されている。
【００７２】
　上述のイベントの全てに対して、様々なオフセット及び閾値が基地局（又は他のネット
ワークエンティティ）によって選択される。オフセット値は、任意であり、例えば、ゼロ
又は有限値（負又は正）とすることができる。第１の閾値は、第２の閾値よりも高くなる
ように選択してもよく、逆もまた同様である。一方で、要求に応じて、第１及び第２の閾
値が等しくなるように設定することもできる。
【００７３】
　通常は、ヒステリシスは、イベントを引き起こすための‘進入条件’が、そうでない場
合よりも、信号品質測定結果の良い値（例えば、ＲＳＲＰの高い値）を要求し、イベント
が繰り返し引き起こされることを回避するための‘離脱条件’が、そうでない場合よいも
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、信号品質測定結果の低い値（例えば、ＲＳＲＰの低い値）を要求するように適用される
。これは、信号品質がトリガレベル付近で変動する場合に、システムがイベントを繰り返
し引き起こすことを有益に回避できるようにする。
【００７４】
＜オプション＞
　図４は、測定及びレポートに関連するハンドオーバーを設定及び実行する場合における
、通信システム１の構成要素によって実行される方法を示すタイミング図である。
【００７５】
　本実施の形態では、携帯電話３は、そのサービング基地局５による要求を受けて、ＵＥ
－Ｒセルの無線信号を測定する。図４では示さないが、本実施の形態における携帯電話３
は、最初に、他の通信ノードとのアクティブパケットデータ接続（そのサービング基地局
５を介してルーティングされる）を行っていてもよい。したがって、携帯電話３は、なに
かデータを送信又は受信していない場合であっても、‘ＲＲＣ接続’モードである。
【００７６】
　図に示すように、ステップＳ４０１では、ハンドオーバーが必要になったときに、適切
なハンドオーバー対象のセル（例えば、適切な信号状態の）隣接する基地局セル及び／又
はＵＥ－Ｒセルを、この携帯電話３に対して選択できるようにするために、基地局５は、
（その測定設定モジュール６５及びＵＥ－Ｒセルモジュール６７を用いて）携帯電話３に
対する設定パラメータを生成する。この設定パラメータは、携帯電話３に測定レポートを
送信させるための基準を含み、このような測定レポートの詳細を指定する（例えば、ＲＳ
ＲＰ、ＲＳＲＱ、及びＲＳＣＰ等のうち、いずれか１つの測定されるべき量）。この基準
は、周期又はイベントが引き起こされる基準、もしくは、その両方のいずれかを含んでも
よく、この例では、設定は、ＵＥ－Ｒセルに対する設定パラメータを有する。
【００７７】
　ステップＳ４０３では、基地局５は、（その通信制御モジュール６３及びトランシーバ
回路５１を用いて）‘ＲＲＣ接続再設定（RRC Connection Reconfiguration）’メッセー
ジを生成し、携帯電話３に送信する。基地局５は、このメッセージにおいて、測定の種類
と、測定が携帯電話３によって開始される条件とを指定する‘測定設定（MeasConfig）’
情報要素（ＩＥ）を含む。特に、‘測定設定’ＩＥは、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３３１ Ｖ
１１．１．０標準において規定されるようにイベントタイプ（例えば、イベントＡ１～Ａ
６、Ｂ１及びＢ２）の少なくとも１つ、及び／又は、上記で規定されるようにＵＥ－Ｒイ
ベント（例えば、イベントＲ０～Ｒ５）の少なくとも１つに対する測定パラメータを含む
。携帯電話３は、その測定モジュール４５の動作を制御するためのこれらの測定パラメー
タを使用する。特に、測定モジュール４５は、現在のセルにおける信号品質の悪化を検出
した場合（例えば、携帯電話３がそのサービング基地局５から離れることに起因する）、
及び／又は、他の基地局及び／又は中継携帯電話の１つからの信号が予め設定された閾値
よりも良くなった場合（又は、例えば、サービング中継携帯電話からの信号が予め設定さ
れた閾値よりも悪くなった場合）、携帯電話３がハンドオーバーすることができる新たな
セルを見つけるために、隣接する基地局及び中継携帯電話からの信号を測定している。
【００７８】
　したがって、ステップＳ４０５では、携帯電話３は、受信した‘測定設定’ＩＥに応じ
て、その測定モジュール４５を、その中で定義された条件を満たすか否かの監視に関して
設定する。そして、ステップＳ４０７では、携帯電話３は、‘ＲＲＣ接続再設定完了（RR
C Connection Reconfiguration Complete）メッセージ’を生成して基地局５に送信する
ことによって、測定の再設定が正常に完了したことを確認する。
【００７９】
　ステップＳ４０９では、測定モジュール４５は、‘測定設定’ＩＥにおいて特定された
セル（ＵＥ－Ｒセルを含む）に対して、設定された信号測定を実行する。測定モジュール
４５は、‘測定設定’ＩＥにおいて定義された条件の１つが満たされた（例えば、設定さ
れたイベントの１つが発生した）と判定した場合、それを、ステップＳ４１１でレポート
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を生成するレポートモジュール４７に通知する
【００８０】
　次に、ステップＳ４１３では、携帯電話３は、‘ＲＲＣ測定レポート’メッセージを生
成してそのサービング基地局５に送信するとともに、このメッセージに、任意のＵＥ－Ｒ
セルを含む設定されたセルについての測定結果と、このレポートと関連するセルを特定す
る関連情報とを含める。特に、‘ＲＲＣ測定レポート’メッセージは、設定されたイベン
トの（少なくとも）１つ（例えば、イベントＡ１～Ｂ２及び／又はＲ０～Ｒ５のいずれか
１つ）が発生したことを示す情報を含む。
【００８１】
　サービング基地局５が携帯電話３からの測定レポートを受信した後、基地局５（例えば
、そのハンドオーバー制御モジュール６９）は、ステップＳ４１５で、携帯電話３がハン
ドオーバーされるターゲットセルとして測定レポートに含まれるセルの１つを選択するこ
とで、携帯電話３についてのハンドオーバーの判定を行う。測定レポートはさらに中継携
帯電話に属するセルについての結果を含んでいるため（対応するイベントが発生した場合
）、サービング基地局５は、例えば、‘Ｒ－Ｃｅｌｌ３’又は‘Ｒ－Ｃｅｌｌ４’等のよ
うに、携帯電話（ＵＥ－Ｒ）の１つによって稼働されるターゲットセルを選択することが
できる。
【００８２】
　最後に、ステップＳ４１７では、基地局５及び携帯電話３は、ターゲットセルへのハン
ドオーバープロシージャを実行する。例えば、携帯電話３は、基地局５からデタッチされ
、ステップＳ４１５で選択されたセルに関連付けられた新たな基地局又はＵＥ－Ｒに再ア
タッチされる。
【００８３】
　ＵＥ－Ｒ固有の測定イベントＲ０～Ｒ５を使用すると、通信ネットワークは、計画、開
発、カスタマイズ、移動性、及び負荷分散の目的に対して、ＵＥ中継装置を基地局（又は
中継ノード）と区別することができる。
【００８４】
　例えば、ＵＥ－Ｒセルにおける送信／受信電力は、基地局セル（又は中継ノードセル）
と同一の範囲内とはならず、これらのセルは、従来のセルよりもかなり小さいカバレージ
エリアを提供し、ＵＥ－Ｒセルへのハンドオーバーを引き起こすための時間は、‘通常の
’セルのケースよりも全く異なるものとする必要があると考えられる。
【００８５】
　上述のＵＥ－Ｒ固有のトリガを使用すると、通信ネットワーク１は、基地局に向けて実
施されるハンドオーバーと、ＵＥ－Ｒセルに向けて実施されるハンドオーバーとを区別す
ることができ、ハンドオーバー時間の誤り又はハンドオーバーのターゲットセルの誤選択
からの信号損失の発生を抑制することができる。また、この提案された測定は、中継携帯
電話に関する電力消費の低減をもたらすと考えられる。また、この提案された測定は、ネ
ットワーク異常、又は、‘標準’の隣接するセルの欠落といった状況（例えば、屋内環境
、トンネル、高速道路、又は山や谷のような地理的障害物）の解決に役立つものと考えら
れる。
【００８６】
＜イベントＲ０、Ｒ１、及びＲ３＞
　図５は、中継装置として構成された他の携帯電話によって稼働されるセルに関して、セ
ルの信号測定の実行、及び、レポートの通知をする場合における、携帯電話３によって実
行される処理を示すフローチャートである。このフローチャートは、全体として、Ｒ１イ
ベントのトリガを示している。
【００８７】
　この処理は、ステップＳ５００で始まり、例えば、携帯電話３は、そのサービング基地
局５から設定パラメータを受信した後、それに応じて、（サービング基地局５によって提
供されて受信した‘測定設定’ＩＥで指定されるように）その測定モジュール４５を設定
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する。
【００８８】
　ステップＳ５０２では、測定モジュール４５は、携帯電話３が検出することができる（
又は測定のために設定された）任意のＵＥ中継セルのＲＳＲＰの測定を含む設定された信
号測定を実行する。測定結果が得られた場合、ステップＳ５０４で、測定モジュール４５
は、ＵＥ－Ｒセルの測定されたＲＳＲＰ（オフセット値を加えたもの）が、現在のサービ
ングセルの測定されたＲＳＲＰよりも大きいか否かをチェックする。測定モジュールが、
ＵＥ－Ｒセルの測定されたＲＳＲＰ（オフセット値を加えたもの）が、現在のサービング
セルの測定されたＲＳＲＰよりも大きいと判定した場合（結果：‘ＹＥＳ’）、ステップ
Ｓ５０６に進む。一方で、測定モジュールが、ＵＥ－Ｒセルの測定されたＲＳＲＰ（オフ
セット値を加えたもの）が、現在のサービングセルの測定されたＲＳＲＰよりも大きくな
いと判定した場合（結果：‘ＮＯ’）、ハンドオーバーは必要でないと判断し、新たな測
定が予定されているときに（測定設定によって指定されたように）処理を再開するために
、ステップＳ５００に戻る。
【００８９】
　また、ステップＳ５０６では、測定モジュール４５は、ＵＥ－Ｒセルの測定されたＲＳ
ＲＰ（オフセット値を加えたもの）が、隣接するセルのＲＳＲＰよりも大きいか否かをチ
ェックする。測定モジュールが、ＵＥ－Ｒセルの測定されたＲＳＲＰ（オフセット値を加
えたもの）が、隣接するセルのＲＳＲＰよりも大きいと判定した場合（結果：‘ＹＥＳ’
）、ステップＳ５０８に進む。一方で、測定モジュールが、ＵＥ－Ｒセルの測定されたＲ
ＳＲＰ（オフセット値を加えたもの）が、隣接するセルのＲＳＲＰよりも大きくないと判
定した場合（結果：‘ＮＯ’）、ハンドオーバーは必要でないと判断し、新たな測定が予
定されているときに（測定設定によって指定されたように）処理を再開するために、ステ
ップＳ５００に戻る。
【００９０】
　次に、ステップＳ５０８では、測定モジュール４５は、サービングセルのＲＳＲＰが所
定の閾値よりも小さいか否かをチェックする。測定モジュールが、サービングセルのＲＳ
ＲＰが所定の閾値よりも小さいと判定した場合（結果：‘ＹＥＳ’）、ステップＳ５１０
に進み、対応するＵＥ－Ｒイベントが引き起こされる。一方で、測定モジュールが、サー
ビングセルのＲＳＲＰが所定の閾値よりも小さくないと判定した場合（結果：‘ＮＯ’）
、ハンドオーバーは必要でないと判断し、新たな測定が予定されているときに（測定設定
によって指定されたように）処理を再開するために、ステップＳ５００に戻る。
【００９１】
　全ての３つの条件が満たされた場合（例えば、ステップＳ５０４、Ｓ５０６、及びＳ５
０８の全てで‘ＹＥＳ’の結果が返した場合）、測定モジュール４５は、サービング基地
局５に送信するための対応するイベントレポートを生成するレポートモジュール４７に測
定結果を送信する。イベントレポートをサービング基地局５に送信した後に、携帯電話３
は、処理を終了し、基地局５からの選択されたターゲットセル（例えば、測定されたセル
）へのハンドオーバーの指示を待つ。このようなハンドオーバーの指示がない場合は、現
在の設定に応じてセルの測定を継続し、ステップＳ５００で処理を再開する（又は、それ
に代えて、任意のイベントレポートを、遅延後に基地局に再度送信する）。
【００９２】
　図５に示すように、ステップＳ５０４、Ｓ５０６、及びＳ５０８のそれぞれでの‘ＹＥ
Ｓ’の結果は、ＵＥ－Ｒ固有のイベントＲ１に対応する。
【００９３】
　当然のことながら、図５には示されていないが、イベントＲ３が設定されたときには、
Ｓ５０４とＳ５０６の両方で‘ＹＥＳ’の結果を返した場合に、携帯電話３は、（ステッ
プＳ５１０で）Ｒ３イベントを引き起こす。
【００９４】
　同様に、図５には示されていないが、イベントＲ０が設定された場合には、ステップＳ
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５０４で‘ＹＥＳ’の結果のケースで、携帯電話３は、（例えば、ステップＳ５１０でＲ
０イベントを引き起こすことによって）設定されたＲ０イベントの発生をサービング基地
局５に通知する。
【００９５】
　一方で、当然のことならが、２つ以上のイベント（例えば、３つのイベントＲ０、Ｒ１
、及びＲ３、及び／又は、任意のさらなるイベントの全て）が、携帯電話３に対して設定
されてもよく、２つ以上のＵＥ－Ｒトリガイベントが、ステップＳ５０４、Ｓ５０６、及
びＳ５０８で実行されるチェックの結果に応じて、生成及び通知されてもよい。
【００９６】
　２つ以上のＵＥ－Ｒトリガイベントが検出された場合、それらは、信号測定レポート又
は独立測定レポートを使用して、サービング基地局５に通知してもよい。さらに、ＵＥ－
Ｒイベント（例えば、イベントＲ０～Ｒ５）は、‘通常の’基地局セルに関するイベント
（例えば、イベントＡ１～Ｂ２）のいずれかと一緒に通知してもよく、独立して通知して
もよい。
【００９７】
＜イベントＲ２＞
　図６は、ＵＥ中継装置として動作するように構成された他の携帯電話によって稼働され
るセルに関して、セルの信号測定の実行、及び、レポートの通知をする場合における、携
帯電話３によって実行される他の処理を示すフローチャートである。特に、この例は、例
のようにイベントＲ２を使用することによって、測定されたＲＳＲＰ値と所定の閾値との
比較に依存する。
【００９８】
　この処理は、ステップＳ６００で始まり、例えば、携帯電話３は、そのサービング基地
局５から設定パラメータを受信した後、それに応じて、（サービング基地局５によって提
供されて受信した‘測定設定’ＩＥで指定されるように）その測定モジュール４５を設定
する。
【００９９】
　ステップＳ６０２では、測定モジュール４５は、携帯電話３が検出することができる（
又は測定のために設定された）任意のＵＥ中継セルのＲＳＲＰの測定を含む設定された信
号測定を実行する。測定結果が得られた場合、ステップＳ６０４で、測定モジュール４５
は、ＵＥ－Ｒセルの測定されたＲＳＲＰが第１の所定の閾値よりも大きいか否かをチェッ
クする。測定モジュールが、ＵＥ－Ｒセルの測定されたＲＳＲＰが第１の所定の閾値より
も大きいと判定した場合（結果：‘ＹＥＳ’）、ステップＳ６０６に進む。一方で、測定
モジュールが、ＵＥ－Ｒセルの測定されたＲＳＲＰが第１の所定の閾値よりも大きくない
と判定した場合（結果：‘ＮＯ’）、ハンドオーバーは必要でないと判断し、新たな測定
が予定されているときに（測定設定によって指定されたように）処理を再開するために、
ステップＳ６００に戻る。
【０１００】
　また、ステップＳ６０６では、測定モジュール４５は、ＵＥ－ＲセルのＲＳＲＰが第２
の所定の閾値よりも小さいか否かをチェックする。測定モジュール４５が、ＵＥ－Ｒセル
のＲＳＲＰが第２の所定の閾値よりも小さいと判定した場合（結果：‘ＹＥＳ’）、ステ
ップＳ６１０に進み、対応するＵＥ－Ｒイベントが引き起こされる。一方で、測定モジュ
ール４５が、ＵＥ－ＲセルのＲＳＲＰが第２の所定の閾値よりも小さくないと判定した場
合（結果：‘ＮＯ’）、ハンドオーバーは必要でないと判断し、新たな測定が予定されて
いるときに（測定設定によって指定されたように）処理を再開するために、ステップＳ６
００に戻る。
【０１０１】
　両方の条件が満たされた場合（例えば、Ｓ６０４及びＳ６０６の両方で‘ＹＥＳ’の結
果となった場合）、測定モジュール４５は、サービング基地局５に送信するための対応す
るイベントレポートを生成するレポートモジュール４７に測定結果を送信する。イベント
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レポートをサービング基地局５に送信した後に、携帯電話３は、処理を終了し、基地局５
からの選択されたターゲットセル（例えば、測定されたセル）へのハンドオーバーの指示
を待つ。このようなハンドオーバーの指示がない場合は、現在の設定に応じてセルの測定
を継続し、ステップＳ６００で処理を再開する（又は、それに代えて、任意のイベントレ
ポートを、遅延後に基地局に再度送信する）。
【０１０２】
＜イベントＲ０、Ｒ１、及びＲ３に対するトリガ＞
　図７は、図１に示す携帯電話３によって時間経過とともに測定される様々なセルの信号
強度の変化を示すグラフである。特に、図７は、オフセット値に０が選ばれた場合におけ
る、設定された測定イベントＲ０、Ｒ１、及びＲ３に基づいたハンドオーバー基準間の関
係を示す。
【０１０３】
　図に示すように、異なるイベントは、異なる信号レベルで（よって、異なる時点で）、
携帯電話３にハンドオーバーを開始させる。例えば、イベントＲ０のケースでは、サービ
ングセルの信号レベル（ＲＳＲＰ）がまだ相対的に高いときに、ハンドオーバーが既に開
始される可能性がある。この場合、考慮される唯一の条件は、ＵＥ－ＲセルのＲＳＲＰが
、サービングセルのＲＳＲＰよりも高いか否かである。いくつかの状況では、これは、早
すぎるＵＥ－Ｒセルへの携帯電話３のハンドオーバーをもたらす可能性があるが、これは
負荷分散の理由で望ましいことかもしれない。
【０１０４】
　イベントＲ３のケースでは、ＵＥ－Ｒセルへのハンドオーバーは、ＵＥ－Ｒセルの測定
されたＲＳＲＰが、サービングセルと任意の（他の）隣接するセルの両方のそれぞれのＲ
ＳＲＰよりも高くなるまで開始されない。このケースでは、ＵＥ－Ｒセルが他のセルより
もよい信号状態を提供しない限り、‘通常の’基地局セルは、ＵＥ－Ｒセルよりも高い優
先度を与えられと考えられる。
【０１０５】
　最後に、イベントＲ１は、さらに後の時点で（現在のサービングセルの対応する低いＲ
ＳＲＰレベルで）ハンドオーバーがもたらされる。このケースでは、さらに第３の条件（
サービングセルのＲＳＲＰが閾値を下回る）が満たされなければならないからである。も
ちろん、閾値を増加する又は減少することによって、基地局は、携帯電話３によるハンド
オーバーのトリガを微調整することができる。相対的に低い閾値レベルでイベントＲ１を
設定する場合、ハンドオーバーが必要になったときに、ＵＥ－Ｒセルが他のいくつかの隣
接するセルよりも良い信号状態を提供する場合に、そのＵＥ－Ｒセルを選択できるように
することを確実とすると考えられるため、サービング基地局５は、そのセル内の携帯電話
３についての頻繁なハンドオーバーを回避することができる。
【０１０６】
　上述したように、ＵＥ－Ｒセルに対する‘進入条件’を、対応する‘離脱条件’よりも
満たしにくくなる、ヒステリシスを適用してもよい。図７は、このような‘進入条件’の
２つ（Ｒ０’’及びＲ３’’）と、対応する‘離脱条件’（Ｒ０’及びＲ３’）を示す。
このＵＥ－Ｒセルに対する‘進入条件’は、対応する‘離脱条件’よりも高いＲＳＲＰを
要求する。これは、携帯電話が一旦ＵＥ－Ｒセルにハンドオーバーし、信号品質がセルに
侵入した時点よりもかなり悪くなるまで、携帯電話がこのセルを離れないようにすること
を確実とすることができる。
【０１０７】
＜イベントＲ２に対するトリガ＞
　図８は、図１に示す携帯電話３によって時間経過とともに測定されるサービングセル及
びＵＥ中継セルの信号強度の変化を示すグラフである。特に、図８は、測定イベントＲ２
の設定された‘進入条件’に基づいたハンドオーバー基準を示す図である。図６を参照し
て上述したように、イベントＲ２に対するトリガ条件は、ｉ）ＵＥ－ＲセルのＲＳＲＰ（
マイナスのヒステリシス）が第１の閾値よりも大きいこと（図８では、‘Ｘ’で印された
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点で満たされる）、及び、ｉｉ）サービングセルのＲＳＲＰ（マイナスのヒステリシス）
が第２の閾値を下回ること（第２の条件は‘Ｒ２’で印された点でのみ満たされる）であ
る。
【０１０８】
＜ヒステリシスの適用＞
　図９は、ヒステリシスの適用によって生じる異なる進入及び離脱条件を考慮したメカニ
ズムを示す。特に、このメカニズムは、サービング基地局にイベントの発生を通知する前
における、進入及び離脱条件の両方のチェック（及び‘タイムトゥトリガ（time to trig
ger）’のパラメータの適用）を含む。
【０１０９】
　有利には、この代替形態の‘タイムトゥトリガ’のパラメータは、‘通常の’セルのト
リガのレポート通知までの時間と異なっていてもよい。特に、（ステップＳ９０４で）セ
ルについて‘進入条件’が満たされた後、携帯電話３は、与えられたセルが、ハンドオー
バーターゲットセルとしての資格を得るために十分に安定した信号状態を提供しているか
否かを検証する。したがって、最初に‘進入条件’が満たされたとき（ステップＳ９０４
：ＹＥＳ）、携帯電話３は、（ステップＳ９０５で）タイマを開始し、このセルに関して
測定を実行する（ステップＳ９０６）。この後、携帯電話３は、（ステップＳ９０８で）
、繰り返される測定で、測定されたセルについて‘離脱条件’が満たされたか否かをチェ
ックする。設定されたタイマが満了するまでに‘離脱条件’が満たされない場合（ステッ
プＳ９０９）、携帯電話３は、そのセルをハンドオーバーターゲットセルの資格を満たす
ものとしてネットワークに通知する。一方で、最初の測定（ステップＳ９０２）の後に、
測定される信号状態が悪化したが、‘タイムトゥトリガ’の条件を満たす（ステップＳ９
０９）前に離脱条件が満たされるようになった場合、携帯電話３は、ネットワークにレポ
ートを送信しない。
【０１１０】
　この代替形態は、‘ピンポン（ping pong）’タイプの影響、及び、携帯電話３とネッ
トワーク１との間のシグナリングを有益に低減すると考えられる。
【０１１１】
＜変形形態及び代替形態＞
　詳細な実施形態を上述した。当業者が理解するように、本発明の実施形態からその利益
を受けながら、多数の変形形態及び代替形態を上述の実施形態に対して作成することがで
きる。
【０１１２】
　上述したＵＥ中継装置（中継装置として動作する携帯電話）は、ハンドオーバーされる
携帯電話によって測定できる無線情報（例えば、参照信号（ＣＲＳ／ＣＲＩ－ＲＳ）等）
をブロードキャスト送信することができる。好ましくは、ＵＥ中継装置は、それら自身の
セル識別子、又は、測定されたセルが中継携帯電話によって稼働されることを、測定を行
う携帯電話に通知する他の情報をブロードキャスト送信する。しかしながら、提案された
測定イベントＲ０～Ｒ５は、ＵＥ－Ｒセルに対処するものであるため、ＵＥ－Ｒセルが測
定されたセルであることの情報は、イベントＲ０～Ｒ５のいずれか１つを設定することで
サービング基地局によって黙示的に提供されるようにしてもよい。
【０１１３】
　上述の実施形態では、イベントＲ０～Ｒ５は、ＵＥ－ＲセルのＲＳＲＰの測定が必要で
あると説明している。しかしながら、当然のことながら、ＲＳＲＱ又はＲＳＣＰの測定、
又は、複数の量の測定を行うことも可能である。これは、ＵＥ－Ｒセルが、サービング基
地局以外の他の無線アクセステクノロジー（ＲＡＴ）を使用する場合に、インターラット
（Inter-RAT）測定の設定を有益に許容する。いくつかのケースでは、ＲＳＲＰは、いく
つかのセルについて測定されてよく、一方で、ＲＳＲＱ及び／又はＲＳＣＰは、他のセル
について測定されてもよい。
【０１１４】
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　上述の実施形態では、イベントＲ０～Ｒ５は、様々なオフセット及び／又は閾値を考慮
すると説明されている。オフセット値は、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３３１で規定される値‘
Ｏｆｎ’、‘Ｏｃｎ’、‘Ｏｆｐ’、‘Ｏｃｐ’、及び‘Ｏｆｆ’のいずれかとして定義
されてもよい。当然のことながら、一方で、様々な組み合わせ及び代替が可能であり、例
えば、
‐　オフセット値は、‘Ｏｆｎ’、‘Ｏｃｎ’、‘Ｏｆｐ’、‘Ｏｃｐ’、及び‘Ｏｆｆ
’（及び／又は他のオフセット値）のいずれかの適切な組み合わせとしてもよい。
‐　異なるイベントは、異なる特定の（単一又は組み合わせられた）オフセット値を含ん
でいてもよい。
【０１１５】
　例えば、オフセット値を使用したケースでは、オフセット値は、全ての条件又は条件の
いくつかのみに適用できるようにしてもよい。さらに、ヒステリシスは、オフセット値も
、全ての条件又は条件のいくつかのみに適用してもよい。いくつかのケースでは、異なる
ヒステリシス値は、‘進入条件’と対応する‘離脱条件’とを規定するために使用しても
よい。全ての例では、閾値は、サービングセル及び隣接するセルについて同一であっても
よい。しかしながら、サービングセル及び隣接するセルについて異なる閾値を設定するこ
とも可能である。
【０１１６】
　‘ハンドオーバータイマ’パラメータは、測定の実施から（ＵＥ－Ｒセルへの）ハンド
オーバーの開始までに経過してもよい最大時間を定義するように設定されてもよい。有益
には、このような‘ハンドオーバータイマ’は、通常の（例えば、ｅＮＢ／ＲＮベースの
）移動体と比べて、ＵＥ－Ｒセルベースの移動体に対して異なる条件を考慮するようにし
てもよい。
【０１１７】
　さらに、イベントＲ０～Ｒ５のいくつかは、それらがサービング基地局に通知をする前
に、進入又は離脱条件が、最小継続時間の間（又は最小の連続した測定数）満たされる必
要があるように規定されていてもよい。測定されたＵＥ－Ｒセル内の信号品質の増加又は
減少の検出に応じて、変化した信号条件が、その最小時間の経過後、又は、その最小数（
例えば、２つ以上）の測定がそれらの信号になされる後まで、トリガ条件を満たしている
場合のみでしか、ハンドオーバーが即座に引き起こされないようにすることを有益に実現
することができる。この方法は、（例えば、測定されたＵＥ中継装置によって送信される
信号の品質の変動に起因する）頻繁なハンドオーバーを回避することができる。
【０１１８】
　また、当然のことながら、ヒステリシス、オフセット、トリガまでの時間の値のいずれ
か１つは、正又は負の値、もしくは、ゼロとしてもよい。さらに、比較（例えば、ステッ
プＳ５０８、Ｓ６０４、及びＳ６０６）は、‘閾値よりも小さく（又は以下）’又は‘閾
値よりも高く（以上）’として定義することができる。
【０１１９】
　サービング基地局は、そのセルにおける全ての携帯電話に対して、同一のオフセット及
び／又はトリガまでの時間の値を設定してもよく、携帯電話（又は携帯電話のグループ）
のそれぞれに対して、異なるオフセット及び／又はトリガまでの時間の値を設定してもよ
い。
【０１２０】
　当然のことながら、‘進入条件’（例えば、ＵＥ－Ｒセルへのハンドオーバー）と、‘
離脱条件’（ＵＥ－Ｒセルからのハンドオーバー）について、異なるトリガを定義するこ
ともできる。しかしながら、ＵＥ－Ｒセル又はそれらの１つでするものに対し、‘進入条
件’及び‘離脱条件’について、異なるトリガを定義することもできる。
【０１２１】
　ＵＥ中継セルにおける信号状態を考慮した、いくつかの可能なイベントを上述した。し
かし、当然のことながら、設定されたイベントは、２つ以上のＵＥ中継セルにおける信号
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状態を考慮してもよい。
【０１２２】
　例えば、上記で定義されたイベントのいずれかにおいて、他のＵＥ中継装置に関する追
加の条件を含んでいてもよい。これによれば、ネットワークが、候補となるＵＥ中継装置
のＲＳＲＰと、他の候補となるＵＥ中継装置との比較をする必要がある場合のケースにお
いて有益である。例えば、イベントＲ０の例を使用すると、進入条件は、次のように定義
してもよい。
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 － Ｈｙｓｔ） > サービングセルのＲＳＲＰ）
 かつ
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 － Ｈｙｓｔ) > 他のＵＥ－ＲのＲＳＲＰ））
対応する離脱条件は、次のように定義してもよい。
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 ＋ Ｈｙｓｔ） ＜ サービングセルのＲＳＲＰ
） かつ
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 ＋ Ｈｙｓｔ） ＜ 他のＵＥ－ＲのＲＳＲＰ）
）
【０１２３】
　それに代えて、上述したイベントのいくつかは、‘隣接するセルのＲＳＲＰ’の代わり
に‘他のＵＥ中継装置のＲＳＲＰ’を使用するように設定されてもよい。このケースでは
、携帯電話は、その候補となるＵＥ中継装置と、他の候補となるＵＥ中継装置とによって
提示された信号状態を有益に比較することができる。例えば、イベントＲ１に基づくと、
進入条件は、次のように定義してもよい。
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 － Ｈｙｓｔ） ＞ サービングセルのＲＳＲＰ
） かつ
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 － Ｈｙｓｔ） ＞ 他のＵＥ－ＲのＲＳＲＰ）
かつ
（サービングセルのＲＳＲＰ＋ Ｈｙｓｔ ＜ 閾値）
対応する離脱条件は、次のように定義してもよい。
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 ＋ Ｈｙｓｔ） ＜ サービングセルのＲＳＲＰ
） かつ
（（ＵＥ－Ｒ ＲＳＲＰ ＋ オフセット値 ＋ Ｈｙｓｔ） ＜ 他のＵＥ－ＲのＲＳＲＰ）
かつ
（サービングセルのＲＳＲＰ＋ Ｈｙｓｔ ＞ 閾値）
【０１２４】
　上述の実施の形態では、３ＧＰＰ ＬＴＥ規格に従った通信プロトコル及びインタフェ
ースが説明されており、‘ＵＥＲ－Ｕｎ’インタフェース（‘ＲＮ－Ｕ’インタフェース
と同様と考えられる）が、ＵＥ中継装置と中継される携帯電話との間に提供される。しか
し、当然のことながら、他の通信規格を使用することも可能である。
【０１２５】
　例えば、ＵＥ中継装置と中継される携帯電話との間に提供されるリンクは、例えば、Ｇ
ＳＭ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ等のように、任意の３ＧＰＰテクノロジーを使用してもよい。そ
れに代えて、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ、ＣＤＭＡ、ＷｉＭＡＸ等のように、異なる通信テクノ
ロジー（例えば、非３ＧＰＰ）を使用してもよい。携帯電話もＬＴＥ以外の他のテクノロ
ジー（例えば、ＵＭＴＳ及びＨＳＰＡ等の３ＧＰＰテクノロジー、又は、例えば、ＷｉＦ
ｉ、ＷｉＭＡＸ、ＣＤＭＡ等の非３ＧＰＰテクノロジー）をサポートする場合、そのトラ
ンシーバ回路及び通信制御モジュールは、上述とは異なるように実装されてもよい。
【０１２６】
　ＬＴＥセルを測定する場合、携帯電話は、例えば、ＲＳＲＰ及び／又はＲＳＳＩ及び／
又はＲＳＲＱの値を測定してもよい。異なる無線規格（例えば、ＣＤＭＡ）を実装するセ
ルのケースでは、他のパラメータ（例えばＲＳＣＰ）が測定されるようにしてもよい。
【０１２７】
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　上述の実施形態では、設定データは、中継モードで動作している携帯電話であるＵＥ中
継装置に対する特定なトリガイベントを含む。しかし、当然のことながら、このようなト
リガイベントは、例えば、従来の中継ノード等のように、他のタイプの中継装置にも適用
することができる。
【０１２８】
　（ステップＳ４０１で）基地局によって生成された設定が周期的なタイプである場合、
及び、設定パラメータがＵＥに送信された以前の設定と異なる場合、設定データは、再送
信される（例えば、ステップＳ４０３）。この設定データは、携帯電話によって実行され
る測定で必要な周期性を定義してもよい（例えば、ステップＳ４０９は、所定の間隔で繰
り返される）。
【０１２９】
　設定データは、携帯電話から基地局に送信される測定レポートで必要な周期性も定義し
てもよい（例えば、ステップＳ４１３は、所定の間隔で繰り返される）。
【０１３０】
　いくつかのイベントは、（例えば、負荷分散の理由のために）基地局セルへのハンドオ
ーバーを回避する場合に特に有益である。隣接する基地局セルに対して測定を設定するこ
となく、イベントＲ４を特定の携帯電話に対して設定するケースでは、サービングセル及
び候補となるＵＥ中継セルのみが測定される。これによれば、より早くレポートの通知及
びハンドオーバープロシージャを行うことができる。
【０１３１】
　イベントＲ５も、負荷分散（特に、基地局が特定の（複数の）周波数の使用量を低減し
ようとする、又は、特定の周波数を停電力ＵＥ－Ｒセルとして再使用しようとする場合）
に対して特に有益である。また、これは、ＵＥ－Ｒセルから及びサービングｅＮＢセルか
らのスペクトラム集約のために使用することができる。
【０１３２】
　当然のことながら、基地局は、例えば、ＨＳＳ、ＭＭＥ、又は携帯電話自身のいずれか
から携帯電話の能力に関する情報を受信することによって、携帯電話が中継機能をサポー
トしているか判定することが可能である。この情報は、隣接するＵＥ－Ｒの測定を設定す
るためのリストを計算するために使用することができる。
【０１３３】
　同様に、基地局は、携帯電話がＵＥ中継装置を介して中継されたデータを受信可能であ
るかを判定することができる。この可能性も、ＨＳＳ、ＭＭＥ、又は携帯電話自身のいず
れかから受信した情報に基づいて判定されるようにしてもよい。有益には、特定の携帯電
話が中継されたデータを受信することができることを検証した後に、基地局は、この携帯
電話に対してイベントＲ０～Ｒ５の設定のみを行う。（ＵＥ中継装置を介して）中継され
たデータを受信できない携帯電話に対して、基地局は、イベントＲ０～Ｒ５を設定しない
。ＵＥ中継セルに関するイベントＡ１～Ｂ２は設定するが、（ＵＥ中継装置を介して）中
継されたデータを受信することができない携帯電話に対するこのようなセルへのハンドオ
ーバーは開始されないようにしてもよい。これらの携帯電話に対して、基地局は、受信し
た測定レポートがＵＥ－Ｒセルが良い信号状態を提供していることを示している場合であ
っても、基地局又は従来の中継ノードによって稼働されるハンドオーバーセルを選択する
。
【０１３４】
　上述した実施形態では、基地局は、ＲＲＣシグナリングを使用して、測定データを設定
した。しかし、当然のことながら、他のタイプのシグナリングが使用されてもよい。例え
ば、（イベントＲ０～Ｒ５を含む）測定設定は、例えば、システムのブロードキャスト等
のように、専用のＲＲＣシグナリング又は非専用のＲＲＣシグナリングを介して送信され
るようにしてもよい。一方で、当然のことながら、他のタイプのシグナリングが使用され
てもよい。設定データは、携帯電話（又は携帯電話のグループ）のそれぞれで固有として
もよく、基地局のセル又は通信ネットワーク全体において全ての携帯電話で共通としても
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よい。
【０１３５】
　上述した実施形態では、遠隔通信システムに基づく携帯電話が説明されている。当業者
が理解するように、本発明において説明されたシグナリング技術は、他の通信システムで
用いることができる。上述した実施形態は、ユーザ装置の例として携帯電話を説明したが
、他の通信ノード又は携帯通信装置を使用してもよい。例えば、携帯情報端末（personal
 digital assistants）、ラップトップ型コンピュータ、ウェブブラウザ、電子書籍リー
ダー、３ＧＰＰ技術を実装したパーソナルコンピュータ、マシンタイプコミュニケーショ
ン（ＭＴＣ）装置、ルータが有するモデムデバイス（例えば、ＭＩＦＩ－ＬＴＥ ＷＩＦ
Ｉルータ）等を、本発明の範囲から逸脱することなく使用することができる。
【０１３６】
　上述した実施形態では、携帯電話及び基地局は、それぞれ、トランシーバ回路を有して
いる。一般的に、この回路は、専用のハードウェア回路によって形成される。しかしなが
ら、いくつかの実施形態では、トランシーバ回路の一部は、対応するコントローラによる
ソフトウェアの実行として実装されてもよい。
【０１３７】
　上述した実施の形態では、ソフトウェアモジュール数が説明されている。当業者が理解
するように、ソフトウェアモジュールは、コンパイル済み又は未コンパイルの形態で提供
されてもよく、コンピュータネットワーク上の信号又は記録媒体として基地局又は中継装
置に供給されてもよい。さらに、このソフトウェアの一部又は全部によって実行される機
能は、１つ以上の専用のハードウェア回路を使用して実行されてもよい。
【０１３８】
　様々な他の変形は、当業者にとって明らかであり、ここでこれ以上詳細には説明しない
。
【０１３９】
　３ＧＰＰ ＴＳ ３６．３３１で定義された測定イベントの概要
＜５．５．４．２イベントＡ１（サービングセルが閾値よりも良くなった場合）＞
不等式Ａ１－１（進入条件）
Ｍｓ－Ｈｙｓ＞Ｔｈｒｅｓｈ
不等式Ａ１－２
Ｍｓ＋Ｈｙｓ＜Ｔｈｒｅｓｈ

＜５．５．４．３イベントＡ２（サービングセルが閾値よりも悪くなった場合）＞
不等式Ａ２－１（進入条件）
Ｍｓ＋Ｈｙｓ＜Ｔｈｒｅｓｈ
不等式Ａ２－２（離脱条件）
Ｍｓ－Ｈｙｓ＞Ｔｈｒｅｓｈ

＜５．５．４．４イベントＡ３（隣接セルがＰセルよりも良くなった場合）＞
不等式Ａ３－１（進入条件）
Ｍｎ＋Ｏｆｎ＋Ｏｃｎ－Ｈｙｓ＞Ｍｐ＋Ｏｆｐ＋Ｏｃｐ＋Ｏｆｆ
不等式Ａ３－２（離脱条件）
Ｍｎ＋Ｏｆｎ＋Ｏｃｎ＋Ｈｙｓ＜Ｍｐ＋Ｏｆｐ＋Ｏｃｐ＋Ｏｆｆ

＜５．５．４．５イベントＡ４（隣接セルが閾値よりも良くなった場合）＞
不等式Ａ４－１（進入条件）
Ｍｎ＋Ｏｆｎ＋Ｏｃｎ－Ｈｙｓ＞Ｔｈｒｅｓｈ
不等式Ａ４－２（離脱条件）
Ｍｎ＋Ｏｆｎ＋Ｏｃｎ＋Ｈｙｓ＜Ｔｈｒｅｓｈ
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＜５．５．４．６イベントＡ５（Ｐセルが閾値１よりも悪くなり、かつ、隣接セルが閾値
２よりも良くなった場合）＞
不等式Ａ５－１（進入条件１）
Ｍｐ＋Ｈｙｓ＜Ｔｈｒｅｓｈ１
不等式Ａ５－２（進入条件２）
Ｍｎ＋Ｏｆｎ＋Ｏｃｎ－Ｈｙｓ＞Ｔｈｒｅｓｈ２
不等式Ａ５－３（離脱条件１）
Ｍｐ－Ｈｙｓ＞Ｔｈｒｅｓｈ１
不等式Ａ５－３（離脱条件２）
Ｍｎ＋Ｏｆｎ＋Ｏｃｎ＋Ｈｙｓ＜Ｔｈｒｅｓｈ２

＜５．５．４．６ａイベントＡ６（隣接セルがＳセルよりも良くなった場合）＞
不等式Ａ６－１（進入条件）
Ｍｎ＋Ｏｃｎ－Ｈｙｓ＞Ｍｓ＋Ｏｃｓ＋Ｏｆｆ
不等式Ａ６－２（離脱条件）
Ｍｎ＋Ｏｃｎ＋Ｈｙｓ＜Ｍｓ＋Ｏｃｓ＋Ｏｆｆ

＜５．５．４．７イベントＢ１（インターラット隣接セルが閾値よりも良くなった場合）
＞
不等式Ｂ１－１（進入条件）
Ｍｎ＋Ｏｆｎ－Ｈｙｓ＞Ｔｈｒｅｓｈ
不等式Ｂ１－２（離脱条件）
Ｍｎ＋Ｏｆｎ＋Ｈｙｓ＜Ｔｈｒｅｓｈ

＜５．５．４．８イベントＢ２（Ｐセルが閾値１よりも悪くなり、かつ、インターラット
隣接セルが閾値２よりも良くなった場合）＞
不等式Ｂ２－１（進入条件１）
Ｍｐ＋Ｈｙｓ＜Ｔｈｒｅｓｈ１
不等式Ｂ２－２（進入条件２）
Ｍｎ＋Ｏｆｎ－Ｈｙｓ＞Ｔｈｒｅｓｈ２
不等式Ｂ２－３（離脱条件１）
Ｍｐ－Ｈｙｓ＞Ｔｈｒｅｓｈ１
不等式Ｂ２－４（離脱条件２）
Ｍｎ＋Ｏｆｎ＋Ｈｙｓ＜Ｔｈｒｅｓｈ２

‘Ｍｓ’は、セル固有のオフセットを考慮しない、サービングセルの測定結果である。
‘Ｍｎ’は、オフセットを考慮しない、隣接するセルの測定結果である。
‘Ｏｆｎ’は、隣接するセルの周波数の周波数固有のオフセットである（例えば、隣接す
るセルの周波数に対応する測定対象ＥＵＴＲＡ（measObjectEUTRA）に定義されるオフセ
ット周波数（offsetFreq））。
‘Ｏｃｎ’は、隣接するセルのセル固有のオフセットである（例えば、隣接するセルの周
波数に対応する測定対象ＥＵＴＲＡ（measObjectEUTRA）に定義されるセル個別オフセッ
ト（cellIndividualOffset））。
‘Ｍｐ’は、オフセットを考慮しない、Ｐセルの測定結果である。
‘Ｏｆｐ’は、プライマリ周波数の周波数固有のオフセットである（例えば、プライマリ
周波数に対応する測定対象ＥＵＴＲＡ（measObjectEUTRA）に定義されるオフセット周波
数（offsetFreq））。
‘Ｏｃｐ’は、Ｐセルのセル固有のオフセットであり（例えば、プライマリ周波数に対応
する測定対象ＥＵＴＲＡ（measObjectEUTRA）に定義されるセル個別オフセット（cellInd
ividualOffset））、Ｐセルに対して設定されていない場合は０に設定される。
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‘Ｈｙｓ’は、このイベントに対するヒステリシスパラメータである（例えば、このイベ
ントに対するレポート設定ＥＵＴＲＡ（reportConfigEUTRA）に定義されるヒステリシス
）。
‘Ｏｆｆ’は、このイベントに対するオフセットパラメータである（例えば、このイベン
トに対するレポート設定ＥＵＴＲＡ（reportConfigEUTRA）に定義されるａ３オフセット
（a3-Offset））。
‘Ｍｎ’、‘Ｍｐ’は、ＲＳＲＰのケースではｄＢｍ単位で、ＲＳＲＱのケースではｄＢ
で示される。
‘Ｏｆｎ’、‘Ｏｃｎ’、‘Ｏｆｐ’、‘Ｏｃｐ’、‘Ｈｙｓ’、‘Ｏｆｆ’は、ｄＢ単
位で示される。
【０１４０】
　この出願は、２０１２年１０月３１日に出願された英国特許出願ＧＢ１２１９６０４．
４を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０１４１】
１　遠隔通信ネットワーク
３　ユーザ装置
５　基地局
７　コアネットワーク
３１、５１　トランシーバ回路
３３、５３　アンテナ
３５　ユーザインタフェース
３７、５７　コントローラ
３９、５９　メモリ
４１、６１　オペレーティングシステム
４３、６３　通信制御モジュール
４５　測定モジュール
４７　レポーティングモジュール
４９　ハンドオーバーモジュール
５５　ネットワークインタフェース
６５　測定設定モジュール
６７　ＵＥ－Ｒセルモジュール
６９　ハンドオーバー制御モジュール
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【国際調査報告】
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